
 専門家の見解と対応方針 

 

 

１ 専門家の見解 

噴砂の発生後、豊洲新市場予定地の土壌汚染対策工事に関する技
術会議の委員で液状化、汚染物質のそれぞれの専門家に現地を踏査
していただき、助言や指導のもと、噴砂の状況や規模等を調査した。 

こうした調査結果に基づき、専門家から次のような見解をいただ
いた。 
 

（１）噴砂の状況 

○  ５、６街区の噴砂が確認された箇所は地下水位が浅く、噴

砂が見られなかった７街区等では地下水位が深いことから、

噴砂は地下水位の影響が大きいと考えられる。 

○  新市場予定地の噴砂は部分的なものであり、一箇所当たり

の噴砂量も平均約 0.3 ㎥に過ぎず、大半は 0.1 ㎥以下である

ことから、小規模でもあった。 

○  噴出した土は、粒度の整った砂質土の中に、細かく砕けた

多量の貝殻片の混入が見られることから、浚渫埋土層が噴出

したものと考えられる。  

○  新市場予定地をはじめ、東京湾岸埋立地各地の液状化の発

生状況から見て、液状化したのは埋土層であり、有楽町層な

どの沖積層は液状化していないと考えられる。 

 

（２）噴砂のメカニズム 

○  噴砂は、地震により液状化した部分の地下水に圧力が加わ

り、地中から地表部に向かって、地下水とともに砂が噴出す

るというメカニズムで発生する現象である。 

○  特に、新市場予定地のように、地表がアスファルト舗装な

どで覆われていない場合には、地下水が垂直方向へ向かう動

きを阻害されないため、基本的に横方向に動くとは考えにく

い。 

 



 

（３）噴砂による汚染状況の変化    

○  噴砂により汚染土壌が移動した可能性は否定できないも

のの、基本的に垂直方向の動きと考えられ、地表の噴砂状況

の調査から、部分的で、極めて小規模でもあることから、噴

砂が確認された区画についても、別途の取扱いを考慮すれば、

再度、汚染状況の調査を行う必要はない。 

 

（４）土壌の安全確認方法 

○  技術会議の提言により、盛土部は、100m3毎に 25 物質の調

査を行い、A.P.+4ｍ（ガス工場操業時の地盤面）からA.P.+2m

については、土壌の搬出時に受入れ先の基準に基づく検査を

行うこととされており、土壌汚染対策の中に、汚染の状況の

確認方法が既に盛り込まれている。 

○  これまでの汚染状況の調査の結果、汚染が検出されている

箇所で、噴砂が生じた区画については、土壌汚染対策工事に

際して、念のため、汚染が無いことが確認されている土壌に

ついても安全確認し、万全を期する必要がある。 

 

（５）液状化対策 

○  液状化対策をしていない埋立地では、今回のような地震に

より、液状化は発生して当然である。 

○  また、技術会議が提言した砂杭締固め工法などの液状化対

策が行われているところでは、被害が生じておらず、新市場

の対策工法の有効性が確認された。 

○  技術会議が提言した液状化対策を確実に実施することで、

大規模な地震時にも噴砂による被害が生じるおそれはない。 

 



 

 

２ 対応方針 

専門家の見解を受け、以下の方針に基づく対応を図る。 

 

（１）液状化対策 

これまでどおり、技術会議の提言である次の対策を実施する。 

 

○ 現地の地質状況に応じ、阪神・淡路大震災でも実績のある、

格子状固化工法や砂杭締固め工法による液状化対策を行う。 

○ 市場施設完成後に、地下水位をA.P.+1.8mに維持することによ

り、液状化しない地層を4.7ｍ確保する。 

 

これらの、対策を確実に実施することで、大規模な地震時で

あっても噴砂が生じない。 

 

（２）噴砂に伴う土壌の安全確認 

これまでの汚染状況の調査の結果、汚染が検出されている箇

所で、噴砂が生じた区画については、土壌汚染対策工事に際し

て、念のため汚染状況を確認していく。 

万が一、こうした確認作業の結果、新たな汚染物質が検出さ

れた土壌については、汚染物質の種類に応じ、技術会議で提言

された方法で適切に処理していく。 

 

（３）豊洲新市場予定地の土壌汚染対策 

今回の地震で生じた噴砂は、部分的であるとともに小規模で

あり、工事に際して、汚染状況を確認しながら対策をとれば、

十分対応が可能であることから、再度、汚染状況の調査を行う

必要はなく、技術会議から提言された土壌汚染対策の内容を変

更する必要もない。 

噴砂に伴う土壌の安全確認を行いながら、汚染物質の除去、

浄化、液状化対策など、これまでの土壌汚染対策を確実に実施

していくことで、市場用地の安全・安心に万全を期す。 


